
ホットラインまちからのお知らせ、⽣活に関する制度について

企画調整課　企画広報係
☎476-1111（223）

問企画企画企画調整課からのお知らせ企画調整課からのお知らせ

総務課　契約係
☎476-1111（211・216）

問総務総務総務課からのお知らせ総務課からのお知らせ

【受付期間】

◆入札参加資格申請（指名願）受付のお知らせ

　平成27年度・平成28年度、町が発注する建設工事や測量、コンサルタントなどの業務委託、物品購入の
入札に参加するための資格審査申請（指名願）を受け付けます。
　詳細については、町ホームページまたは、大崎町役場総務課契約係へお問い合わせください。

　平成27年１月６日（火）～平成27年３月６日（金）　※土、日曜および祝日は除く。

【申請方法】　持参または、郵送（平成27年３月６日（金）当日消印有効）

【有効期間】　平成27年４月１日～平成29年３月31日

【提出書類】
　①　入札参加資格審査申請書（国土交通省統一様式およびこれに準ずるものを含む）
　②　測量等実績調書（国土交通省統一様式およびこれに準ずるものを含む）
　③　技術者一覧表（国土交通省統一様式およびこれに準ずるものを含む）
　④　営業所一覧表（国土交通省統一様式およびこれに準ずるものを含む）
　⑤　経営事項審査申請書および結果通知書（写し可）
　⑥　労災・雇用保険料納入証明書（写し可）
　⑦　納税証明書（町税、事業税、法人税および消費税に係るもの）（写し可）
　⑧　建設業退職金共済事業加入・履行証明書（土木・建築を行う者）（写し可）
　⑨　使用印鑑（写し可）
　⑩　印鑑証明書（写し可）
　⑪　建設業許可証明書（写し可）
　⑫　消防団員確認書（大崎町内の建設業者のみ）

◆ 2015 年世界農林業センサスにご協力ください

　農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域の実態を明らかにすることを目的
に、５年ごとに実施されている大切な調査です。この農林業センサスが、平成27年２月１日を基準日とし
て、全国一斉に実施されます。
　調査対象は、県内全ての市町村内の、農林産物の生産を行うか、または委託を受けて農林業作業を行い、
生産または作業に係る面積・頭数が一定規模以上の『農林業生産活動を行う方（組織の場合は代表者）』で
す。
　１月上旬以降、県が任命した調査員（町職員）が農林業関係の世帯（組織）を
訪問して経営状況などをお尋ねし、その結果、調査対象世帯（組織）と判断した
場合、農林業経営体調査票などを配付して調査を行います。
　調査された事項は統計を作るためだけに用いられ、その他の目的に使われるこ
とはありませんので、調査へのご協力をお願いいたします。

【基 準 日】 平成27年２月１日（日）
【調査の対象】 （１）農林業経営体調査　農業や林業を行っている農家、林家や法人が対象

（２）農山村地域調査　　市区町村や農業集落が対象
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